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　最近、「テレビショッピングで健康器具を注文したけど、効果がないのでクーリング・オフしたい」と
いうようなご相談がよくあります。結論から言うと、ネットショッピングやテレビショッピング、カタ
ログ販売や新聞折込チラシで注文した場合はクーリング・オフできません。
　クーリング・オフは一定の期間内であれば、理由を問わず、一方的に契約を解除できるという制度です。
ただ、消費者の強力な権利であるだけに、「いきなり電話で勧誘され、冷静に考える時間もないまま契約
をしてしまった」というような不意打ち性を伴う取引に限定されます。つまり、訪問販売や電話勧誘販
売等の、いくつかの取引だけに適用されるのです。
　一方、通信販売はどうでしょうか。ネットショッピングやテレビショッピングの場合は、注文する前
にじっくり考えることが出来ます。また、店舗販売では、店舗に出向いて商品を手に取り、ゆっくり品
定めできます。そのためクーリング・オフの適用がありません。
　では、通信販売では買い物に失敗しても、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
　実は通信販売の場合、事業者は返品のルール（返品の可否、返品できる
場合は期間や条件、費用等）を広告に表示しないといけないと法律で定め
られています。具体的には「未開封未使用のものに限り８日間以内は返品
可。ただし、送料はお客様負担です」、「お客様都合による返品は一切承り
ません」等、さまざまなルールが広告画面の目立たないところに、小さな
文字で書かれています。商品が届いてから後悔しないためにも、必ず注文
前に返品のルールをよく確認してから、申し込むようにしましょう。

消費生活だより 注意！通信販売や店舗販売には
クーリング・オフの制度はありません！


